
公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 金沢地区協会会則 

 

制定 平成 24 年 7 月 9 日 

 

 公益財団法人日本電信電話ユーザ協会定款第 58 条及び会員組織に関する規程第

4 条第 4 項に基づき、公益財団法人日本電信電話ユーザ協会金沢地区協会会則を次

のとおり定める。 

 

第１章    総  則 

 （名 称） 

第 1 条 本協会は、公益財団法人日本電信電話ユーザ協会金沢地区協会（以下「こ

の会」という。）と称する。 

 

 （事務所） 

第 2 条 この会は、事務所を石川県内に置く。 

 

 （組 織） 

第 3 条 この会は、原則としてこの会の事業区域（金沢市、野々市市、内灘町、津

幡町）における会員を持って組織する。 

 2  この会の、統合、廃止及び名称は、地区協会理事会の議決を得たうえ、

支部理事会の議決で定める。 

 

 （目 的） 

第 4 条 この会は、定款に基づき、情報通信技術・サービスを利用したコミュニケ

ーション文化の振興を図るとともに、情報通信技術・サービスの利用者の

利便増進に寄与し、地域社会の発展に貢献することを目的とする。 

 

 （事 業） 

第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、定款に基づき次の事業を行う。 

   (1) テレコミュニケーション能力の向上を図る事業 

   (2) 情報通信技術・サービスの活用を推進する事業 

   (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章    会  員 

 

（会員の構成） 

第 6 条 この会の会員は、公益財団法人日本電信電話ユーザ協会の目的に賛同する



団体又は個人とする。 

 

（会 費） 

第 7 条 会員は別に定める基準により会費を納入するものとする。 

 

（入会及び退会） 

第 8 条 この会に入会するときは、入会申込書を提出するものとする。 

  2  この会を退会するときは、退会届を提出するものとする。 

 

第３章    地区協会の運営 

 

 （地区協会の運営方針） 

第 9 条 この会は、定款で定める目的及び事業の範囲において、理事会が定める経

営の基本方針及び指導等に基づき、地域に即した事業活動を行う。 

 

 （役職と選任） 

第 10 条 この会に、次の役職を置く。 

   (1) 地区協会理事 ２５人以内  

   (2) 地区協会監事  ２人以内  

   2 地区協会理事のうち１人を地区協会会長、３人以内を地区協会副会長、

３人以内を常任理事とする。 

   3 地区協会理事及び地区協会監事（以下「地区協会理事等」という。）は、

地区協会理事会において選任する。 

 

 （地区協会会長及び地区協会副会長の選任） 

第 11 条 地区協会会長及び地区協会副会長は、地区協会理事会において選任する。 

 

 （地区協会理事等の職務） 

第 12 条 地区協会会長は、地区協会理事を代表し、地区協会の事業活動について、

提言、助言等を行う。 

   2 副会長は、会長を補佐する。 

   3 地区協会理事は、地区協会の事業活動について、提言、助言等を行う。 

   4 地区協会監事は、地区協会の事業活動及び財産の状況について、検査を

行う。 

 

 （地区協会理事等の任期） 

第 13 条 地区協会理事等の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 



   2 補欠による地区協会理事等の任期は、前任者の在任期間とする。 

   3 地区協会理事等は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任す

るまでその職務を行わなければならない。 

 

 （地区協会理事等の解任） 

第 14 条 地区協会理事等に地区協会理事等としてふさわしくない行為があったと

き、又は、地区協会理事等として職務の執行に堪えられないときは、地区

協会理事会の議決により、解任することができる。 

 

 （地区協会顧問） 

第 15 条 この会に、地区協会顧問を置くことができる。 

 2 地区協会顧問は、地区協会理事会において選任する。 

  3 地区協会顧問は、次の職務を行う。 

   (1) 地区協会の相談に応じること 

   (2) 地区協会理事会から諮問された事項について意見を述べること 

 

第４章    会     議 

 

 （種 別） 

第 16 条 この会に、地区協会総会及び地区協会理事会を置く。 

 

（地区協会総会の構成及び機能並びに開催） 

第 17 条 地区協会総会は、会員をもって構成する。 

   2 地区協会総会は、会長が必要と認めた時に開催することとする。 

   3 地区協会総会では、会長が総会で議決する必要があると判断した議案に

ついて議決する。 

 

（地区協会総会の議長及び議決） 

第 18 条 地区協会総会の議長は、地区協会会長とする。ただし、地区協会会長が

欠席した場合における議長は、出席した地区協会理事の中から互選された

者がこれに当る。 

   2 地区協会総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって行う。 

   

（地区協会監事の地区協会総会出席） 

第 19 条 地区協会監事は地区協会総会に出席して、その職務に関して意見を述べ

ることができる。 

 



（地区協会理事会の構成及び機能） 

第 20 条 地区協会理事会は、地区協会理事を持って構成する。 

2 地区協会理事会は、次の事項について理事会が定める経営の基本方針の

範囲内で、議決することができる。 

   (1) 事業計画及び予算 

   (2) 事業報告及び決算 

   (3) その他地区協会の事業活動に関する重要事項 

   3 地区協会理事会の定時理事会は年 1 回、臨時理事会は地区協会会長が必

要と認めたときこれを招集する。 

 

 （地区協会理事会の定足数及び議決） 

第 21 条 地区協会理事会は、地区協会理事の過半数の出席がなければ開催するこ

とができない。 

  2 地区協会理事会の議長は、地区協会会長がこれに当たる。ただし、地区協

会会長が欠席した場合における議長は、出席した地区協会理事のなかから

互選された者がこれに当たる。 

  3 地区協会理事会の議決は、出席した地区協会理事の過半数の同意をもって

行う。 

  4 やむを得ない理由のため、地区協会理事会に出席できない地区協会理事は、

あらかじめ通知された事項についてのみ書面または電磁的記録をもって表

決、又は、地区協会理事会に出席する代理人をもって表決権を行使するこ

とができる。 

  5 前項の代理人は代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。 

  6 第 4 項の規定による表決を行った者は出席とみなす。 

  7 地区協会会長が必要と認めた事項については、書面または電磁的記録をも

って、地区協会理事の賛否を徴し、地区協会理事会の開催に代えることが

できる。この場合においては、回答した地区協会理事の数をもって、出席

者とみなす。 

 

 （地区協会監事の地区協会理事会出席） 

第 22 条 地区協会監事は地区協会理事会に出席して、その職務に関して意見を述

べることができる。 

 

第５章    地区協会の会計 

 

 （会計） 

第 23 条 この会の会計は、公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会が定める経理



規程に従い処理する。 

   2 地区協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章    地区協会事務局 

 

 （地区協会事務局） 

第 24 条 地区協会の事務を処理するため地区協会事務局を置き次の職員を配置す

る。 

    (1) 地区協会事務局長   １名 

    (2) 地区協会事務局次長 若干名 

    (3) 事務局職員     若干名 

   2 地区協会事務局長は地区協会事務を統括する。 

   3 地区協会事務局次長は地区協会事務局長を補佐する。 

   4 事務職員は地区協会事務局長の命を受け事務を分掌する。 

 

第７章    地区協会会則の変更 

 

 （地区協会会則の変更） 

第 25 条 この会則は、定款、規程等の範囲内において、地区協会理事会の議決を

経て変更することができる。 

 

 付 則 

 １．この会則は、公益財団法人日本電信電話ユーザ協会設立の日から施行する。 

 ２．この会則の施行日に、財団法人 日本電信電話ユーザ協会金沢地区協会会則

(昭和 50 年 5 月 21 日制定)、財団法人 日本電信電話ユーザ協会金沢地区協

会会費規程（昭和 54 年 5 月 17 日制定）及び、財団法人 日本電信電話ユー

ザ協会金沢地区協会表彰規程（昭和 57 年 5 月 21 日制定）を廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(参考) 会則内 関連規程等抜粋 

 

 

 

《定款》 

 （会員組織) 

 第 58 条 この法人に会員組織として、支部及び地区協会を置くことができる。 

 

 

《会員組織に関する規程》 

 (地区協会の運営) 

 第 4 条 

   4 地区協会は、地区協会総会又は地区協会理事会で定める地区協会会則に

基づき運営する。 

 

 

《会員に関する規程》 

 （会費の納入） 

 第 5 条 会員は、入会するときに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければな

らない。 

   2 年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 

    (1) 普通会員  1 口   1,000 円 

    (2) 賛助会員  1 口  10,000 円  

     なお、具体的口数は、各地区協会等が事業実態等に応じ定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



金沢地区協会会費規則 

 

 

 

「会員に関する規程」第 5 条に基づき、金沢地区協会の会費を以下の通り定める。 

 

1. 会員は、入会するときに原則その年度の年会費を、以後毎年年会費を納入し 

なければならない。 

 

(1) 普通会員  3 口  3,000 円 

(2) 賛助会員  1 口  10,000 円 

 

 

2. 退会時には返納しない。 

 


